
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
五
十
六
号

大
蔵
省
預
金
部
等
損
失
特
別
処
理
法

第
一
条
　
政
府
は
、
命
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
金
融
機
関
経
理
応
急
措
置
法
に
定
め
る
指
定
時
（
以
下
指
定

時
と
い
ふ
。
）
に
お
け
る
預
金
部
資
金
に
属
す
る
運
用
資
産
を
評
価
す
る
。

第
二
条
　
前
条
の
規
定
に
よ
る
評
価
に
よ
り
評
価
損
を
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
評
価
益
が
あ
る
と
き
は
、
政
府

は
、
先
づ
、
そ
の
評
価
益
を
以
て
評
価
損
を
填
補
す
る
。

第
三
条
　
前
条
に
よ
る
も
な
ほ
評
価
損
の
残
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
残
額
に
対
し
、
政
府
は
、
大
蔵
省
預
金
部
特

別
会
計
の
積
立
金
（
同
会
計
の
昭
和
二
十
年
度
の
決
算
上
生
ず
べ
き
剰
余
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
そ
の
全
額

ま
で
充
当
し
て
評
価
損
を
填
補
す
る
。

第
四
条
　
前
条
に
よ
る
も
な
ほ
評
価
損
の
残
額
が
あ
る
と
き
は
、
政
府
は
、
一
般
会
計
か
ら
大
蔵
省
預
金
部
に
、
評

価
損
の
残
額
に
相
当
す
る
金
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
勅
令
で
定
め
る
金
額
の
補
償
金
を
繰
り
入
れ
る
。

指
定
時
に
お
け
る
預
金
部
資
金
に
属
す
る
運
用
資
産
に
つ
き
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
一
般
会
計
か
ら
大
蔵
省
預

金
部
に
補
償
金
を
繰
り
入
れ
た
後
に
お
い
て
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
評
価
額
に
比
し
価
額
の
増
加
又
は
減
少
が

あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
価
額
の
増
加
額
が
減
少
額
を
超
え
る
と
き
は
、
政
府
は
、
そ
の
差
額
に
相
当
す
る

金
額
を
、
当
該
補
償
金
の
額
ま
で
財
政
融
資
資
金
か
ら
一
般
会
計
に
繰
り
入
れ
る
。

金
融
機
関
再
建
整
備
法
第
三
十
三
条
第
二
項
乃
至
第
四
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
一
般
会
計
か
ら

大
蔵
省
預
金
部
に
補
償
金
を
繰
り
入
れ
る
場
合
に
、
こ
れ
を
準
用
す
る
。

金
融
機
関
再
建
整
備
法
第
三
十
三
条
第
七
項
の
規
定
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
蔵
省
預
金
部
か
ら
一
般
会

計
に
同
項
の
差
額
に
相
当
す
る
金
額
を
繰
り
入
れ
る
場
合
に
、
こ
れ
を
準
用
す
る
。

政
府
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
差
額
に
相
当
す
る
金
額
を
同
項
の
規
定
に
よ
り
財
政
融
資
資
金
か
ら
一
般
会

計
に
繰
り
入
れ
た
後
な
お
そ
の
残
額
が
あ
る
と
き
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
処
分
す
る
も
の

と
す
る
。

第
五
条
　
前
条
の
規
定
に
よ
る
補
償
金
の
金
額
が
、
同
条
の
評
価
損
の
残
額
よ
り
少
な
い
と
き
は
、
指
定
時
に
お
け

る
郵
便
貯
金
の
う
ち
命
令
で
定
め
る
も
の
の
債
権
は
、
そ
の
差
額
に
相
当
す
る
金
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
勅
令

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
消
滅
す
る
。

第
六
条
　
前
五
条
の
規
定
は
、
指
定
時
に
お
け
る
簡
易
生
命
保
険
及
郵
便
年
金
特
別
会
計
法
に
よ
る
積
立
金
の
運
用

資
産
の
評
価
及
び
そ
の
評
価
損
の
処
理
並
び
に
郵
便
年
金
の
債
権
に
関
す
る
措
置
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
評
価
損
の
填
補
に
充
て
る
た
め
使
用
さ
る
べ
き
積
立
金
は
、
そ

の
総
額
か
ら
責
任
準
備
金
及
び
支
払
備
金
の
額
を
控
除
し
た
残
額
に
相
当
す
る
金
額
の
積
立
金
に
限
る
。

第
七
条
　
指
定
時
に
お
い
て
現
に
存
す
る
大
蔵
省
預
金
部
特
別
会
計
の
積
立
金
は
、
大
蔵
省
預
金
部
特
別
会
計
法
第

四
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
は
ら
ず
、
こ
れ
を
以
て
同
会
計
の
決
算
上
の
不
足
を
補
足
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

指
定
時
に
お
い
て
現
に
存
す
る
簡
易
生
命
保
険
及
郵
便
年
金
特
別
会
計
法
に
よ
る
積
立
金
の
う
ち
、
責
任
準
備

金
及
び
支
払
備
金
の
額
を
控
除
し
た
残
額
に
相
当
す
る
金
額
の
積
立
金
は
、
同
法
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か

は
ら
ず
、
こ
れ
を
以
て
歳
計
の
不
足
を
補
足
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
八
条
　
預
金
部
預
金
の
支
払
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
政
府
は
、
大
蔵
省
預
金
部
特
別
会
計
の
負
担
に
お
い

て
、
借
入
金
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
抄

こ
の
法
律
施
行
の
期
日
は
、
勅
令
で
こ
れ
を
定
め
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
三
年
七
月
二
一
日
法
律
第
一
八
四
号
）
　
抄

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
四
年
三
月
二
六
日
法
律
第
四
三
号
）
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
三
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
五
月
三
一
日
法
律
第
九
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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